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【手続補正書】
【提出日】平成20年5月15日(2008.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸引装置と、近位部分と、遠位吸引ポートを備える遠位端を有する迅速交換セグメント
と、前記近位部分と前記迅速交換セグメントとの間に取り付けられたシャフトとを含む迅
速交換吸引カテーテルであって、前記迅速交換セグメントが、前記シャフトと前記迅速交
換セグメントとの間の連結部に隣接するポートを含み、前記吸引装置が、前記近位部分に
取り付けられて、前記近位部分から前記遠位吸引ポートまで延びる単一の連続したルーメ
ンを介して前記遠位吸引ポートに吸引をもたらす、前記迅速交換吸引カテーテル。
【請求項２】
　前記吸引装置が前記近位部分に動作可能に結合され、かつ連続したルーメンが、前記シ
ャフトを介して前記近位部分から前記遠位端まで延びる、請求項１記載の迅速交換吸引カ
テーテル。
【請求項３】
　前記シャフトの直径がほぼ一定である、請求項１記載の迅速交換吸引カテーテル。
【請求項４】
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　前記迅速交換セグメントが、前記迅速交換セグメントの遠位端に、拡張区画を備える遠
位先端を含み、かつ前記遠位先端がほぼ円筒形で、その平均直径が前記シャフトの平均直
径よりも少なくとも約２０パーセント大きい、請求項１記載の迅速交換吸引カテーテル。
【請求項５】
　前記ポートを通って延びるガイドワイヤをさらに含む、請求項１記載の迅速交換吸引カ
テーテル。
【請求項６】
　吸引装置と、近位部分と、遠位部分と、前記遠位部分と前記近位部分との間に連結され
たシャフトとを含む吸引カテーテルであって、前記吸引装置が前記近位部分に取り付けら
れて、前記近位部分から前記遠位部分まで延びる連続したルーメンを介して前記遠位部分
に吸引をもたらし、前記遠位部分が、前記シャフトの平均直径よりも少なくとも約２０％
大きい平均直径を有する拡張区画を含み、かつ前記遠位部分が、前記シャフトの平均直径
よりもやはり少なくとも約２０％大きい遠位開口を有する、前記吸引カテーテル。
【請求項７】
　前記遠位部分と前記シャフトとの間に迅速交換セグメントをさらに含み、前記迅速交換
セグメントが、前記シャフトとの連結部に隣接するポートを含む、請求項６記載の吸引カ
テーテル。
【請求項８】
　前記迅速交換セグメントの直径が、前記遠位部分の直径と、前記シャフトの直径との中
間である、請求項７記載の吸引カテーテル。
【請求項９】
　前記迅速交換セグメントの長さが、約５ｃｍ～約３０ｃｍである、請求項７記載の吸引
カテーテル。
【請求項１０】
　側部ポートをさらに含む、請求項６記載の吸引カテーテル。
【請求項１１】
　ガイドワイヤと、３次元フィルタマトリクスを有する拡張形状及び回収形状を備えるフ
ィルタ装置と、吸引カテーテルとを含む塞栓症予防システム用キットであって、前記吸引
カテーテルが、前記回収形状で前記フィルタ装置を収容するのに適当な寸法及び形状を備
える遠位区画を含み、かつ前記フィルタ装置が前記ガイドワイヤに取り付けられる、前記
キット。
【請求項１２】
　前記吸引カテーテルが、前記ガイドワイヤが通るポートを備える迅速交換セグメントを
含む、請求項１１記載のキット。
【請求項１３】
　前記フィルタ装置が、少なくとも約２０本の繊維を束状で含み、かつ前記繊維が一方の
端部で前記ガイドワイヤに固定される、請求項１１記載のキット。
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